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1. 提案の開始と初期の議論（2022年〜2024年初頭）
・2022年10月21日: wash-plusと厚生労働省（生活衛生課）との間でやり取りが開始され
ました。
・2023年3月: wash-plusが内閣府の国家戦略特区へ応募し、特区担当者との打ち合わせが
始まりました。
・2023年8月・10月・2024年3月: 厚生労働省、内閣府、wash-plusの三者で打ち合わせを
実施し、比較試験の計画やエビデンスに関する意見交換が行われました。
・2024年8月26日 北里大学へ試験計画Ⅰを依頼

2. 第1回ワーキンググループ（WG）ヒアリングでの合意（2024年10月23
日）
・国家戦略特区ワーキンググループのヒアリングが開催されました。
・この場で、既存の消毒方法である「熱湯（80℃で10分間）」と同等以上の消毒効果が
あることを立証すればよいという目標設定が示され、厚生労働省側もこれに同意しまし
た。

3. 試験計画の策定と実証結果の報告（2025年〜2026年3月）
・2025年1月〜: 試験計画に関する有識者意見への回答を行うなど、試験に向けた準備が
進められました。（（資料1）試験計画Ⅰに係る有識者意見一覧）

→運用面に関する検証は実施していない旨を内閣府特区ご担当者様より厚労省へ共有
いただいております。

・2025年3月31日 試験Ⅰの結果が出ました。（（資料2）実施済み試験結果））
・結果は出ましたが、「（資料1）試験計画Ⅰに係る有識者意見一覧」の内容に不足を
補完するために試験Ⅱを計画）
・2025年6月10日 試験計画Ⅱを北里大学へ依頼

・2026年3月23日: 北里大学による試験Ⅱの検証試験結果が報告されました。（（資料
2）実施済み試験結果））
・ネコカリシウイルスを用いた検証で、アルカリイオン電解水（pH11.0で10分、pH12.0
以上で5分）は測定検出限界以下となり、熱湯（80℃で15分）よりも高い有効性を示すこ
とが科学的に確認されました。

・2026年5月13日：内閣府より、弊社の方針（見解）に対して、厚労省より有識者の見
解を整理した資料を共有いただきました。（（資料3）検証事項に関する厚労省（有識
者）意見）弊社としては検討会での有識者意見と理解していました。

・ 2026年6月9日：弊社が内閣府に確認したところ、「（資料3）検証事項に関する厚労
省（有識者）意見」は、厚生労働省が設置される「医療関連サービスの基本問題検討
会」での検討結果ではなく、意見を示した有識者は寝具洗濯専門部会の構成員であり、
検討会の構成員ではないことが判明しました。

これまでの経緯
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背景及び前提認識

現在検討されている内容は、「クリーニング所における消毒方法等について（昭和39年9月
12日環発第349号厚生省環境衛生局長通達）」に規定されている消毒方法又は消毒の効果を
有する洗たく方法へ、新たな方法を追加するかどうかに関する検討であると理解しており
ます。

同通知の「第1 消毒方法及び消毒の効果を有する洗たく方法について」には、蒸気消毒、熱
湯消毒、ホルムアルデヒドガス消毒、酸化エチレンガス消毒、過酢酸消毒等の消毒方法や、
80℃以上の熱湯で10分間以上洗たくする方法、塩素剤を使用する方法、過酢酸を使用する
方法等が規定されております。

また、同通知の「三」には、
「前記以外の方法によつてもこれらと同等以上の消毒の効果を有するものもあると考えら
れるので、当局で検討のうえ必要に応じ順次追加する予定であること」
と記載されております。

また、2024年10月23日に開催された国家戦略特区ワーキンググループヒアリングの議事録
において、委員の方から「同じ消毒効果があれば、それは一応基本的に要求するべきエビ
デンスとしては一定の準備がされたということで理解してよろしいのでしょうか」との趣
旨の質問がなされております。

これに対し、厚生労働省の方から「基本的にはここにある方法と同等以上であれば認める
ということで結構です」との回答がなされております。

弊社といたしましては、通知の記載及び上記発言を踏まえ、新たな消毒方法の追加に当
たっては、既存の消毒方法と同等以上の消毒効果を有するかどうかが主たる評価対象であ
ると理解しております。

検討範囲に関する確認

また、実際の運用に至るまでには、一般的に以下のような段階があると考えております。

①消毒方法の有効性が認められる
②洗濯機メーカーが当該消毒方法に対応する機器を設計・開発し、製品化する
③販売会社が用途や規模に応じた消毒方法及び機器の選定・提案を行う
④クリーニング工場が洗濯物の種類や汚染状況に応じて消毒方法を選択し運用を行う

「クリーニング所における消毒方法等について（昭和39年9月12日環発第349
号厚生省環境衛生局長通達）」への消毒方法追加に関する検討範囲について

確認事項
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本件につきまして、弊社より確認させていただきたい事項が2点ございます。以下、検討範
囲に関する事項及び消毒効果の評価対象に関する事項について、弊社の認識を記載いたし
ますので、ご確認いただけますと幸いです。



弊社といたしましては、本検討会における検討対象は主として上記①「消毒方法の有効
性が認められる」の段階に関するものであると認識しております。

一方で、洗濯機メーカーにおいては、様々な種別や仕様・性能を有する洗濯機の中から
当該消毒方法に適した機器の設計・開発が行われるものと考えております。また、販売
会社においては、クリーニング工場の用途、規模、取り扱う洗濯物の種類等に応じて、
適切な消毒方法及びそれに対応した機器の選定・提案が行われるものと考えております。
さらに、クリーニング工場においては、通知に規定されている複数の消毒方法の中から、
洗濯物の種類、汚染状況、求められる衛生水準等に応じて適切な消毒方法を選択すると
ともに、その方法に応じた運用が行われるものと考えております。

現在、厚労省（有識者）より示されている意見には、①消毒効果の評価に関する内容に
加え、②洗濯機の種別や仕様・性能、③導入時の消毒方法及び機器選定、④実際の運用
に関する内容も含まれているように見受けられます。

これらの事項につきましては、洗濯機メーカー、販売会社、クリーニング工場等がそれ
ぞれの立場で検討・判断する内容も含まれておりますため、弊社のみでは検証が困難な
内容も含まれております。

弊社といたしましては、厚労省検討会は通知に追加する消毒方法の有効性を評価するも
のであり、上記①「消毒方法の有効性が認められる」の段階を対象とした検討であると
認識しております。

したがいまして、厚労省検討会での協議の対象につきましても、主として①の消毒効果
の評価の観点から整理されており、検討材料として必要な検証事項もその観点で整理さ
れるべきものと理解しておりますが、その認識で相違ないか確認させていただきたく存
じます。

消毒効果の評価対象に関する確認

弊社の理解では、現在通知に規定されている消毒方法及び消毒の効果を有する洗たく方
法についても、すべての菌又はウイルスに対して一律に有効であることを前提として規
定されているものではなく、それぞれの方法ごとに有効性を示す対象や条件が存在する
ものと認識しております。

また、通知に規定されている複数の消毒方法についても、それぞれ得意とする対象や条
件が異なることは一般的に知られており、必ずしもすべての菌又はウイルスに対して同
一の効果を示すものではないと理解しております。

さらに、今回の試験結果においても、対象によって消毒効果に差異が見られる結果が確
認されております。

また、通知に複数の消毒方法が規定されていることからも、実際にどの消毒方法を採用
するかについては、クリーニング工場が取り扱う洗濯物の種類、汚染状況、求められる
衛生水準、設備構成等を踏まえ、事業者が選択・運用する事項であると理解しておりま
す。
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そのため、通知への消毒方法の追加に係る評価と、実際にどの消毒方法を採用するかと
いう運用上の判断は、区別して整理されるべきものと考えております。

そのため、新たな消毒方法の追加を検討する際においても、「すべての菌又はウイルス
に対して有効であること」を求めるものではなく、既存の消毒方法と同様に、対象とな
る菌又はウイルスに対する消毒効果を評価するという考え方で整理されているものと理
解しております。

一方で、厚労省（有識者）より示されている意見の中には、あらゆる菌又はウイルスに
対する効果を求めているように受け取れる内容も見受けられます。

弊社としては、既存の通知に規定されている消毒方法についても、それぞれ有効性を有
する対象や条件が異なるものと認識しておりますので、新たな方法の評価においても同
様の考え方で整理されるものと理解してよろしいか、確認させていただきたく存じます。

また、通知に記載されている「同等以上の消毒の効果を有するもの」との考え方につき
ましても、既存の消毒方法との比較において評価されるものであり、すべての菌又はウ
イルスに対する有効性を求める趣旨ではないとの理解でよろしいか、併せて確認させて
いただきたく存じます。

以上につきまして、弊社の認識に誤りがないかご確認いただけますと幸いです。
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黒→有識者意見
青→提案者回答

下記試験計画案に係る有識者意見に基づき、試験を行いました。
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（資料1）試験計画Ⅰに係る有識者意見一覧
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試験結果および考察
（学校法人北里研究所北里大学メディカルセンター医療環境科学センター）

①黄色ブドウ球菌（MRSA）に対する効果
試験開始時の使用細菌数は 2.90x107cfu/mLでした。なお、試験終了時の細菌
数は、3.11x107cfu/mLでした。
•アルカリイオン電解水原液:接触時間30秒で細菌数は 1.00x102cfu/mLまで減
少し、60秒（1分）以降は測定検出限界以下（N.D.）となりました。
•アルカリイオン電解水1/10希釈液: 30秒で 5.60x103cfu/mL、60秒で
2.00x101cfu/mLと段階的に減少し、300秒（5分）以降で測定検出限界以下と
なりました。

②大腸菌に対する効果
試験開始時の使用細菌数は 2.10x107cfu/mLでした。。なお、試験終了時の
細菌数は、 2.04 x107cfu/mLでした。
•アルカリイオン電解水原液:接触時間30秒で 2.40x102cfu/mLまで減少し、黄
色ブドウ球菌と同様に60秒（1分）以降は測定検出限界以下（N.D.）となりま
した。
•アルカリイオン電解水1/10希釈液: 30秒で4.80x103cfu/mL 、60秒で
2.00x101cfu/mLとなり、300秒（5分）以降で測定検出限界以下となりました

試験Ⅰ結果

以上の結果より、アルカリイオン水原液は、標的細菌と1分以上接触するこ
とにより、十分な殺菌効果が認められることが示唆された。アルカリイオン
電解水1/10希釈液においても5分以上接触することにより、十分な殺菌効果が
認められることが示唆された。PH12程度のアルカリ性を維持することにより、
アルカリイオン電解水は、次亜塩素酸ナトリウム等の消毒液と同等の除菌効
果を有するものと思われる。本試験結果を踏まえて、作用時間やPH濃度の細
かい設定をすることにより、病原性細菌に対するアルカリイオン電解水の有
用性がさらに明確になると思われる。
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（資料2）実施済み試験結果



試験Ⅱ結果

以上の結果より、アルカリイオン電解水によるウィルスへの作用に関し
ては、PH11以上で10分程度の感作時間が必要であることが示唆された。
PH12以上に関しては、少なくとも5分以上の感作時間が必要であることが
示唆された。陰性対照の超純水では、80℃900秒（15分）の感作時間でも
ウィルス感染力価の低下は認められず、このことからもアルカリイオン電
解水の抗ウィルス効果の有用性が示唆された。

試験結果および考察
（学校法人北里研究所北里大学メディカルセンター医療環境科学センター）

3.1 CRFK細胞に対するアルカリイオン電解水の細胞毒性
本試験において、CRFK細胞濃度は1.0x106/mLに調整し、96穴プレート
使用時には1穴あたり1.0x105個で調整した。ウイルス試験を実施するに
あたり、CRFK細胞に対するアルカリイオン電解水の細胞毒性について検
討した。 PH10.5以下ではCRFK細胞に対してアルカリイオン電解水の細
胞毒性が認められなかった。 PH11.0以上ではいずれのPHでもCRFK細胞
に細胞毒性が認められた。 PH13のアルカリイオン電解水を1/1000希釈
した時点で全てのPH域で細胞毒性が認められなかったことより、アルカ
リイオン電解水とウィルス液との感作液は最低1/1000希釈が必要と判断
し、試験に使用するウィルス力価は1.0x108TCID50mL以上とした。

3.2 ネコカリシウィルスを指標としたアルカリイオン電解水の効果検証
アルカリイオン電解水PH13
アルカリイオン電解水PH13（原液）との暴露（接触）時間当たりのネコ
カリシウィルス（FCV）の感染力価は30秒で5.8x105TCID50/mL、60秒で
2.6x104TCID50/mL、300秒以降測定検出限界以下となった。
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（資料２補足）アルカリイオン電解水の有用性に関する検証試験Ⅰ 試験報告書
学校法人北里研究所北里大学メディカルセンター医療環境科学センター
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（資料２補足）アルカリイオン電解水の有用性に関する検証試験Ⅱ 試験報告書
学校法人北里研究所北里大学メディカルセンター医療環境科学センター



17



18



19



20



21

（資料3）検証事項に関する厚労省（有識者）意見
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（資料３補足）WG開催経緯、有識者意見の聴取対象、聴取・伝達意図について

（2026年5月13日 内閣府特区ご担当者様のメールより引用）
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（資料３補足）有識者意見の聴取対象、聴取・伝達意図について

○有識者意見の聴取対象について（2026年6月9日 内閣府特区ご担当者様のメールより引用）

○有識者意見の聴取・伝達意図について（2026年6月10日 内閣府特区ご担当者様のメールより引用）


